
    岐阜市あけぼの会便り      令和２年７月号  

会員の皆様、“げんきしてますかー‼” 

いよいよ梅雨本番、豪雨・台風に備えて食料・水・乾電池の備蓄、今一度点検しまし

ょう。 

さて、6 月 27 日（土）ＪＲ内ハートフルスクエアＧで、研修会「かぞくつながる

家族代行、生活支援」と題して【(株)くらしサポート家族家
かぞくや

】さんに講演していただ

きました。（岐阜市内事務所 2 カ所） 

「岐阜市あけぼの会」として今まで「成年後見制度」は何度も勉強してきましたが、

会員さんの中で「高齢の母に使っているがとても良いよ。」という評判をお聞きして、

是非ともと来ていただきました。 

私の感想としては、株式会社なので、小回りがきく・費用が安い・精神の方への実

績が多い・初期費用が安い等の点で、一度検討してみても良いのではと思います。詳

しいことをお知りになりたい方は、下記の電話（家族家
か ぞ く や

）にお問合せください。 

TEL 058-215-5131 

さて今月の歌のクイズです。北島三郎さんの幻のデビュー曲「ブンガチャ節
ぶし

」 

♬ひまとお金が出来たら行こうﾖ ○。。○。。〇。。〇。。〇。。〇。。 

月の世界へ二人づれ○○〇〇。。〇。。○○〇〇。。〇。。♬ 

〇。に入る歌詞は何でしょう？ 

地域によっては、盆踊りでかかる所があります。（巣南・高富） 

 

7 月例会 

7 月 14 日（火） 13:30～15:30 

南市民健康センター ３階 会議室 

交流・相談会ですので、皆さんでおしゃべりしましょう！ 

・朝、体温を測ってきてください。 

・マスクは必ず持参し、着用してください。 

・人との間隔を２ｍ以上空けてください。 

 

 



例会をするにあたり、次の事項をお守りください。 

1. マスクの着用 

2. 3 密（密閉・密集・密接）を避ける。 

3. 換気を徹底する。 

 

８月例会 

日 時：８月 12 日（水） 13：30～15：30 

会 場：メディアコスモス かんがえるスタジオ 

 

 

「ぎふかれん」の 家族による家族のための電話相談 ０５８－２７１－８１６９ 

火・木・金曜日 10:00～15:00 

メール・面接相談もお受けしています。 

困りごと、行事の案内など、お気楽に電話して下さい。 

岐阜市あけぼの会 役員の連絡先 

熊谷 ０９０－６５７８－９８３８   服部 ０５８－２４７－６００４ 

山内 ０５８－２４６－０４０９    中村 ０９０－７０３９－９４４７ 

石田 ０９０－６０８４－２１２４   筒井 ０９０－２６８５－０２２６ 

 

岐阜市楽らくクラブ（当事者会） 

 

7 月例会 （予定） 

7 月２6 日（日）  日光コミュニティセンター 13：00～15：00 

    事前にお問い合わせ下さい。 

 

連絡先： 石田 吉保 ０９０－６０８４－２１２４ 

     山内久美子 ０５８－２４６－０４０９ 

＊先月の歌クイズの答え：「君が代」 



6 月例会の報告 

6 月 27 日(土) 13：30～15：30 ハートフルスクエア G 大会議室 

参加者 31 名（うち会員 21 名、初参加者 4 名、支援者 6 名） 

 

1. 会長挨拶 （会長新旧交代のお知らせ） 

2.「家族代行支援制度について」本人とご家族様を生涯にわたりサポート 

株式会社くらしサポート家族家
か ぞ く や

   所長：榎本 博昭 氏 

① 会社概要(他の制度との違い) 

家族代行生活支援制度を行う。 

病院 障害･福祉サービス 生活支援(相談) 行政への手続き 就労 

福祉施設 見守り 金銭･財産管理 相続･遺言 死後の支援 

上記を各専門家と連携して、本人･家族･親族の共有･共感･協力の下 24 時間 365 日 

対応する。 

② 弊社･支援ケース 

・50 代統合失調症、脳性麻痺、両親･兄弟共死亡 

・40 代うつ病･パニック障害(自傷行為) 

③ 家族代行支援の制度説明(契約･費用について) 

A プラン 生活支援(生涯)                 180.000 円 

C プラン 生活支援(生涯) 葬儀支援(火葬式) 葬儀代行支援  400.000 円 

E プラン 生活支援(生涯) 葬儀支援(火葬式) 葬儀代行支援 納骨 600.000 円 

④ 質疑･応答 

・利用には成年後見人は絶対必要か？ 

⇒成年後見人制度を必ず使用しなくてはならないわけではない。 

契約貸金庫があり、通帳に封印をしてお預かりしている。 

(ただし、財産が多く、自宅がある人は後見人制度を利用した方がよい) 

 



 

・通帳を自分のものだと主張して離さないのだが、どうすればいいのか？ 

⇒契約は家族と行い、時間をかけて本人と連携をとって時を見る。身元保証人は

しないが、お金が無くなった時には生活保護に移行の手続きをする。本人が200

万円使い果たしたとしても、日本の社会制度を使ってお守りできます。 

・通院にはタクシーを使うのか？ 

⇒交通事故等に備えて本人と共にタクシーを使う。 

・葬儀支援 17 万円の内訳は？ 

⇒お経等無い直葬
じきそう

であるが、本人に確かめて意思を受けた後、追加料金がある 

時は相続人から徴収する。 

・緊急支援とは具体的にどういう事？ 

⇒基本的に 365 日 24 時間出動、1 時間以内には現場へ到着する。長良川北･南 

に職員を配置させ、自転車等でも駆けつけられる努力をする。 

・家族家
か ぞ く や

の会社が無くなってしまったらどうなるのか？ 

⇒世代を重ねて続けていくつもりである。もしもの時は同じ様な制度の会社に 

責任を持って仲介していきたい。 

家族家
か ぞ く や

と契約する事によって「血の繋がらない遠い親戚ができた」というイ 

メージで必要な時に必要な支援をしたい。使命感を持って仕事をしています。 

 

●熊谷
くまがい

会長より 

家族は当事者を心で支援し、実際の行動は他人（支援者）にしてもらいましょう。

そうすれば親子の関係が良くなります。 

●家族家
か ぞ く や

より 

何もかも自分でやらない事。一人で抱え込まないで人に尋ねてください。尋ねる人

を沢山作って相性の良いところを探してください。 


